
賃貸借契約の立会い及び介添えを行い、
トラブルを未然に防止します。

集合住宅の住まい方や近隣への
配慮事項など生活ルール等の説明により、
トラブルを未然に防止します。

言葉や生活習慣の違いによる不安や心配を
解消し、トラブルを未然に防止します。

複雑な市場慣行（一時金の性格など）を
事前にきちんと理解してもらうことにより、
退去時等のトラブルを未然に防止します。

■  市場慣行に
　ついての説明

■  生活ルール等の説明

■  通訳派遣

借主、貸主のいずれかが困っているときに、
電話での相談に応じ、不安や悩みの解消を
図ります。

トラブルが生じた際に、対応の手助けをして
迅速かつ穏便な解決を図ります。

電話等による安否確認や、
服薬に係る相談対応などを行うとともに、
必要に応じて医療機関に連絡等を行い、
事故等を未然に防止します。

入 居 後 の 支 援

■  緊急時の対応

■  見守り・医療機関との連携

■  トラブル時の対応

■  電話相談

高齢者等の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進し、安心できる賃貸借関係の構築

を実現するため、居住に関する各種サポートの提供を促します。「借りたいのに
借りられない…」

を

  サポートします
。

高齢者、障害者、
外国人、子育て世

帯の居住ニーズ
に対応し、

民間賃貸住宅ス
トックを有効活用

することにより、
よりスムーズな入

居を、

より安定した住生
活を応援します

◇地域により支援メニューは異なります。（地域ごとの支援メニューは「あんしん賃貸住宅」のホームページに掲載されています。
　なお、支援サービスには有料のものがあります。）　◇あんしん賃貸住宅への入居に際しては、通常の入居審査を経る必要があります。

■  契約手続きの立ち会いあんしん賃貸支援事業は、民間賃貸住宅の市場において、
高齢者、障害者、外国人及び子育て世帯の入居を受け入れることとする
民間賃貸住宅に関する情報などを提供するとともに、
様々な居住支援サービスの提供を促すことにより、高齢者等の居住の安定確保と
安心できる賃貸借関係の構築を目的とし、国土交通省において実施する事業です。

高齢者

子育て
世帯

障害者

外国人

登録情報
の提供

あんしん賃貸住宅

高齢者等の入居を受け入れることとして
都道府県に登録された賃貸住宅

あんしん賃貸住宅協力店

高齢者等の入居をサポートする仲介事業者
として都道府県に登録された不動産店

あんしん賃貸支援団体

協 定
な ど

あんしん賃貸住宅の情報はこちらから・・・

http:/ /www.anshin-chintai.jp/
（財）高齢者住宅財団  TEL 03-3206-6437

賃貸住宅に関する情報（賃貸住宅の所在地・
戸数・家賃・規模・構造・階数・バリアフリー状況等）

あんしん賃貸住宅の登録促進や仲介等を通じて
高齢者等の円滑な入居に関する助言等を行う
協力店に関する情報（名称・住所・連絡先等）

社会福祉法人、ＮＰＯ法人等があんしん賃貸
住宅への入居（希望）者等に対して行う、各種の
居住支援サービスに関する情報（団体名・
支援内容・対象エリア等）

市町村が自ら行う居住支援施策（活動）に
関する情報等（居住サポート事業など）

あんしん賃貸住宅／あんしん賃貸住宅協力店／あんしん賃貸支援団体の登録情報については、
都道府県が登録簿を閲覧に供するとともに、ホームページにより情報提供します。
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【  対　象  】 
高齢者世帯、障害者世帯、外国人世
帯、子育て世帯であって、家賃等を
適正に支払い、地域社会の中で自立
した日常生活を営むことができる方
（居住支援を受けることによって自
立することが可能となる方を含む。）

居住支援に関する情報

登録機関（都道府県）

入 居 前 の 支 援

市町村の住宅部局・福祉部局 など

入居の円滑化及び居住の安定確保を支援
することとして都道府県に登録された団体

入居者が事故、死亡等に至った
際の関係行政機関、連帯保証人、
緊急連絡先等への連絡、
相談等をサポートします。


